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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

相　
談

市営赤間町駐車場
２４時間入出場できます
　４月１日（月）から
細江町駐車場と同様
に、２４時間入出場が
可能となります。
■問赤間町駐車場
� （☎２２３-８７３７）

●
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
山
の
田

■期
５
月
３
日
～
６
日　
※
北
部
公
民
館

休
館
の
た
め

■問
市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
☎
２３１-

１
１
９
０
）

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　
平
成
２５
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
の
納
税
通
知
書
を
４
月
上
旬
に

発
送
し
ま
す
。
納
期
限
ま
で
に
納
付
を
。

納
税
通
知
書
に
課
税
対
象
資
産
の
明
細

書
を
添
付
し
て
い
ま
す
。
資
産
の
多
い

方
は
、
納
税
通
知
書
と
は
別
に
送
付
し

て
い
ま
す
。
疑
問
は
問
い
合
わ
せ
を
。

※
通
知
書
の
発
送
日
は
、
税
法
の
改
正

な
ど
に
よ
り
前
後
す
る
こ
と
あ
り

●
納
期
限　
▽
第
１
期
＝
４
月
３０
日　

▽
第
２
期
＝
７
月
３１
日　
▽
第
３
期
＝

１２
月
２６
日　
▽
第
４
期
＝
平
成
２６
年
２

月
２８
日

■問
資
産
税
課（
☎
２３１-

１
９
１
８
）、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４
０
０
１
）　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
９
５
３
）

▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
１
２
）　
▽
豊
北（
☎

７８２-

１
９
１
８
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

　
市
税
滞
納
整
理
で
差
し
押
さ
え
た
財

産
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

（Yahoo!Japan

官
公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
）で
公
売
し
ま
す
。

■期
▽
申
込
期
間
＝
４
月
１１
日
午
後
１

時
～
２５
日
午
後
１１
時　

▽
せ
り
売
り

期
間（
動
産
）＝
５
月
７
日
午
後
１
時

～
９
日
午
後
１１
時　
▽
入
札
期
間（
不

動
産
）＝
５
月
７
日
午
後
１
時
～
１４
日

午
後
１
時　
■内
▽
公
売
財
産
＝
動
産
・

不
動
産　
※
内
容
の
変
更
や
、
公
売
中

止
の
場
合
あ
り　
※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
、Yahoo!Japan

ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
を

■問
納
税
課（
☎
２３１-

１
１
７
０
）

固
定
資
産
課
税
台
帳
を
閲
覧
で
き
ま
す

　
平
成
２５
年
度
固
定
資

産
課
税
台
帳
の
閲
覧
が

で
き
ま
す
。
固
定
資
産

課
税
台
帳（
土
地
、家
屋
、

償
却
資
産
）に
は
、
平
成
２５
年
１
月
１

日
現
在
の
固
定
資
産
の
所
有
者
が
納
税

義
務
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

台
帳
の
閲
覧
に
よ
り
課
税
状
況
を
確
認

で
き
ま
す
。
４
月
に
送
付
す
る
納
税
通
知

書
の
課
税
明
細
書
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

■対
納
税
義
務
者　

※
代
理
人（
同
居
の

親
族
を
含
む
）や
法
人
で
社
印
を
持
参

で
き
な
い
場
合
、
委
任
状
か
代
理
人
選

任
届
が
必
要　
※
土
地
や
家
屋
に
つ
い

て
、
賃
借
権
そ
の
他
の
使
用
か
収
益
を

目
的
と
す
る
権
利（
対
価
が
支
払
わ
れ

る
も
の
に
限
る
）を
有
す
る
方（
借
地
人

な
ど
）も
、
当
該
権
利
の
目
的
で
あ
る

土
地
や
家
屋
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
の

閲
覧
可
。
権
利
関
係
を
示
す
書
面
な
ど

を
要
持
参　

■期
４
月
１
日
～
３０
日
午

前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時　
※
支
所
、

公
民
館
は
午
前
９
時
３０
分
～
午
後
４
時

３０
分　
※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

■所
資
産
税
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活

課
、
本
庁
の
各
支
所
、
公
民
館（
期
日

指
定
）　
■料
閲
覧
手
数
料
＝
４
月
１
日
～

３０
日
は
、
平
成
２５
年
度
分
に
限
り
無
料

※
５
月
１
日（
水
）以
降
は
有
料　
※
複

写
料
は
別
途
必
要　
■持
本
人
が
確
認
で

き
る
物（
納
税
通
知
書
、
運
転
免
許
証
な

ど
）、
印
鑑（
法
人
の
場
合
は
社
印
）

●
本
庁
の
各
支
所
・
公
民
館
で
の
閲
覧

（
土
地
、
家
屋
）（
４
月
）

▽
内
日
＝
２
日　
▽
小
月
＝
３
日　
▽

吉
田
＝
５
日　
▽
王
喜
＝
９
日　
▽
王

司
＝
１０
日　
▽
清
末
＝
１１
日　
▽
長
府

＝
１７
日　
▽
彦
島
＝
１８
日　
▽
川
中
＝

１９
日　
▽
勝
山
＝
２３
日　
▽
吉
見
＝
２４

日　
▽
安
岡
＝
２５
日

■問
資
産
税
課（
☎
２３１-

１
９
１
８
）、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４
０
０
１
）　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
９
５
３
）

▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
１
２
）　
▽
豊
北（
☎

７８２-

１
９
１
８
）

横
断
歩
道
の
新
た
な

安
全
対
策
実
施
中

　
横
断
歩
道
の
手
前
に
緑
色
の
ラ
イ
ン

を
設
置
し
た
り
、
横
断
歩
道
の
白
線
の

間
を
緑
色
で
着
色
し
た
り
す
る
こ
と
で

横
断
歩
道
の
位
置
を
強
調
し
、
運
転
者

に
注
意
喚
起
や
減
速
を
促
し
て
、
安
全

に
横
断
歩
道
を
利
用
で
き
る
対
策
を
行

っ
て
い
ま
す
。

■内
場
所
＝
国
道
９
号
３
カ
所
、
県
道
下

関
港
線
他
５
カ
所
、
市
道
唐
戸
町
５
号

線
他
１４
カ
所

■問
道
路
課（
☎
２３１-

４
０
３
５
）

下
関
市
空
き
家
の
適
正
管
理
に

関
す
る
条
例
の
施
行

　
空
き
家
所
有
者
な
ど
の
空
き
家
を
適

正
に
管
理
す
る
責
務
、
市
と
し
て
適
正

な
管
理
を
求
め
る
助
言
・
指
導
、
勧
告
、

命
令
や
公
表
な
ど
を
規
定
す
る
こ
と
に

よ
り
、
安
全
で
良
好
な
生
活
環
境
を
確

保
し
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
条
例
が
制
定

さ
れ
、
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
各
支
所
、

各
総
合
支
所
建
設
課
に
設
置
の
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
ま
ち
な
み
住
環
境
整
備
課

�

（
☎
２３１-

１
９
４
１
）

宅
内
の
汚
水
ま
す
は

定
期
的
に
掃
除
を

　
公
共
下
水
道
に
接
続
さ
れ
て
い
る
家

庭
内
の
汚
水
ま
す
に
は
、
構
造
上
、
汚

水
に
含
ま
れ
る
わ
ず
か
な
固
形
物
や
油

分
が
た
ま
り
ま
す
。
放
置
し
て
お
く
と

管
が
詰
ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
各
家

庭
で
定
期
的
に
掃
除
し
ま
し
ょ
う
。
個

人
で
十
分
可
能
で
す
。

　
最
近
、
汚
水
ま
す
の
清
掃
を
代
行
す

る
民
間
業
者
が
い
ま
す
。
市
は
関
与
し

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
を
。

■問
上
下
水
道
局
下
水
道
課（
☎
２３１-

１
３

６
３
）、
北
部
事
務
所（
☎
７７２-

４
０
２
８
）

ユ
ー
パ
ル
下
関
　
祝
日
の
開
館

■期
４
月
～
平
成
２８
年
３
月　
※
休
館
日

＝
１２
月
２８
日
～
１
月
４
日　
■内
開
館
時

間　
▽
日
曜
日
・
祝
日
＝
午
前
９
時
～

午
後
５
時　
▽
月
・
火
曜
日
＝
午
後
１

時
～
９
時　
▽
水
曜
日
～
土
曜
日
＝
午

前
９
時
～
午
後
９
時

■問
ユ
ー
パ
ル
下
関（
☎
２６７-

１
１
４
６
）

満
珠
荘
　
お
花
見
に「
花
見
御
膳
」

　
華
や
か
な
春
の
香
り

い
っ
ぱ
い
の
ラ
ン
チ
メ

ニ
ュ
ー
で
す
。
※
１
日

限
定
３０
食

■日
５
月
６
日（
月
）ま
で　
■料
１
６
０
０
円

■問
満
珠
荘（
☎
２２２-

１
１
２
６
）

浄
化
槽
設
置
費
用
補
助
金

　
浄
化
槽
を
設
置
す
る
個
人
に
、
設
置

工
事
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

■対
▽
区
域
＝
公
共
下
水
道
の
整
備（
予

定
）区
域
、
漁
業
・
農
業
集
落
排
水
施

設
に
よ
る
処
理（
予
定
）区
域
を
除
く
全

市　
▽
建
物
＝
専
用
住
宅
な
ど　
▽
対

象
規
格
＝
１０
人
槽
以
下
の
浄
化
槽　
※

補
助
金
額
な
ど
は
問
い
合
わ
せ
を　
※

み
な
し（
単
独
処
理
）浄
化
槽
の
撤
去
を

伴
う
場
合
は
加
算
補
助
あ
り　
■申
申
請

開
始
日
＝
４
月
１
日（
月
）

■問
廃
棄
物
対
策
課（
☎
２５２-

０
９
７
８
）


